
立川市
新型コロナウイルス感染症にかかる
緊急対応方針（第５弾）

令和３年９月16日



はじめに
本市では、現在まで４回の緊急対応方針を決定し、新型コ
ロナウイルス感染症対策に取り組んでまいりました。

首都圏を含む一部地域では、緊急事態宣言が令和３年９月
30日まで延⾧され、さらに医療提供体制のひっ迫、重症
者数の高止まり、ワクチンの全世代への接種加速などの社
会情勢の変化に対応する必要があります。

そのため、第５弾の緊急対応方針を定め、取り組みを拡充
してまいります。
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緊急対応策としての４つの柱
1. 地域医療・地域福祉事業にかかる取り組み
2. 地域住民と市民生活にかかる取り組み
3. 地域経済と新たな環境づくりにかかる取り組み
4. 感染予防対策の取り組み

→これらの支援を着実に実行するために、速やかに補正予算案を
提出し取り組んでまいります。
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~“オールたちかわ”でこの難局を乗り越えるための緊急対応・第５弾~



１地域医療・地域福祉事業にかかる取り組み
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拡充

新規

【主な継続取組】


Ｒ3新規

新規



２地域住民と市民生活にかかる取り組み
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新規

R3新規

【主な継続取組】
 生活困窮者自立支援金の継続支給

R3新規



３地域経済と新たな環境づくりにかかる
取り組み
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新規

新規

【主な継続取組】
 地域経済活性化キャンペーン事業（対象店舗でのキャッシュレス決済で最大30％還元 9/1～9/30）

 立川エール「くるりんスタンプラリー」の開催（9/17～12/19）

 市民課と窓口サービスセンターにおけるセルフレジ導入・キャッシュレス決済の準備



４ 感染予防対策の取り組み
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継続

新規


